
平成30（2018）.9.5 2

◇防災行政無線の内容は専用ダイヤル　☎042（341）0793　　防災・防犯緊急メールマガジンでもお知らせします

税

制

改

正

市
税
条
例
改
正

　

地
方
税
法
な
ど
の
改
正
に
伴
い
、
小
平

市
税
条
例
な
ど
を
改
正
し
ま
し
た
。
主
な

内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

□
個
人
住
民
税
（
市
・
都
民
税
）

▽
給
与
所
得
控
除
額
お
よ
び
公
的
年
金
等

控
除
額
を
10
万
円
引
き
下
げ
、
基
礎
控
除

額
を
10
万
円
引
き
上
げ
る

▽
給
与
所
得
控
除
額
の
上
限
を
引
き
下
げ

る
（
表
１
）

▽
公
的
年
金
等
控
除
額
に
上
限
を
設
け
る

▽
公
的
年
金
等
以
外
の
所
得
に
応
じ
て
公

的
年
金
等
控
除
額
を
引
き
下
げ
る

▽
基
礎
控
除
お
よ
び
調
整
控
除
に
所
得
要

件
を
創
設
す
る
（
表
２
）

▽
非
課
税
と
な
る
所
得
の
範
囲
を
10
万
円

引
き
上
げ
る

※
平
成
32
年
中
の
所
得
に
つ
い
て
、
平
成

平
成
29
年
度
末
の

進し

ん

捗ち
ょ
く

状

況

第

３

次

行
財
政
再
構
築
プ
ラ
ン

　

市
で
は
、
限
ら
れ
た
財
源
や
人
的
資
源

の
中
で
、
市
民
本
位
の
質
の
高
い
行
政
サ

ー
ビ
ス
を
効
果
的
に
提
供
し
て
い
く
た

め
、「
小
平
市
第
３
次
行
財
政
再
構
築
プ

ラ
ン
」
に
基
づ
い
た
取
り
組
み
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
末
の
進し

ん

捗ち
ょ
く

状
況
は
表
１
の

と
お
り
で
す
。
行
財
政
再
構
築
推
進
委
員

会
で
の
主
な
意
見
・
助
言
は
、
表
２
の
と

お
り
で
す
。
詳
し
く
は
、
小
平
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

※
第
３
次
行
財
政
再
構
築
プ
ラ
ン
は
、
市

政
資
料
コ
ー
ナ
ー
、
東
部
・
西
部
出
張
所

で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
ま
た
、
市
政
資
料

コ
ー
ナ
ー
、
東
部
・
西
部
出
張
所
で
は
１

部
２
百
20
円
で
販
売
も
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

行
政
経
営
課
☎
042
（
３
４
６
）

９
７
５
６

33
年
度
の
個
人
住
民
税
か
ら
適
用
。

□
法
人
市
民
税

▽
外
国
子
会
社
合
算
税
制
等
に
お
け
る
二

重
課
税
調
整
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る

※
外
国
関
係
会
社
の
平
成
30
年
４
月
１
日

以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
。

▽
資
本
金
１
億
円
超
の
普
通
法
人
等
に
対

し
て
電
子
申
告
を
義
務
付
け
る

※
平
成
32
年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る

事
業
年
度
か
ら
適
用
。

□
固
定
資
産
税

▽
市
か
ら
認
定
を
受
け
た
先
端
設
備
等
導

入
計
画
に
基
づ
き
取
得
し
た
設
備
に
つ
い

て
、一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、固
定
資

産
税（
償
却
資
産
）を
３
年
間
ゼ
ロ
と
す
る

▽
汚
水
ま
た
は
廃
液
の
処
理
施
設
、
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
償
却

資
産
の
課
税
標
準
の
軽
減
を
２
年
延
長
す

る▽
新
築
住
宅
お
よ
び
耐
震
・
バ
リ
ア
フ
リ

ー
・
省
エ
ネ
改
修
を
行
っ
た
住
宅
の
減
額

措
置
を
２
年
延
長
す
る

□
市
た
ば
こ
税

▽
加
熱
式
た
ば
こ
の
課
税
方
式
に
つ
い

て
、
製
品
の
重
量
に
よ
り
算
出
す
る
方
式

か
ら
、
製
品
の
重
量
と
価
格
に
よ
り
算
出

す
る
方
式
に
見
直
す

※
平
成
30
年
10
月
１
日
か
ら
５
年
か
け
て

段
階
的
に
適
用
。

▽
市
た
ば
こ
税
の
税
率
を
１
千
本
当
た
り

５
千
２
百
62
円
か
ら
６
千
５
百
52
円
に
引

き
上
げ
る

※
平
成
30
年
10
月
１
日
か
ら
４
年
か
け
て

段
階
的
に
適
用
。

▽
旧
３
級
品
の
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
、

特
例
税
率
の
廃
止
時
期
を
平
成
31
年
４
月

１
日
か
ら
同
年
10
月
１
日
に
延
期
す
る
な

ど
の
見
直
し
を
行
う

問
合
せ　

税
務
課
☎
042
（
３
４
６
）
９
５

２
１市

民
税
・
都
民
税

申
告
は
お
済
み
で
す
か

　

平
成
30
年
度
の
市
民
税
・
都
民
税
の
申

告
を
し
て
い
な
い
方
は
、
早
め
に
申
告
書

を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
申
告
書
が
な
い
方

は
、
問
合
せ
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
申
告
が
済
ん
で
い
る
か
の
確
認

も
個
別
に
行
っ
て
い
ま
す
。

※
平
成
29
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
方

も
、課
税
・
非
課
税
証
明
書（
所
得
証
明
書
）

の
発
行
に
は
、事
前
に
申
告
が
必
要
で
す
。

※
確
定
申
告
を
し
た
方
や
会
社
か
ら
小
平

市
へ
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
あ
る

方
、
前
年
の
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
方

は
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

税
務
課
☎
042
（
３
４
６
）
９
５

２
２
・
９
５
２
３

審
議
会
な
ど
の
日
程

審
議
会
な
ど
の
日
程

　

そ
れ
ぞ
れ
傍
聴
で
き
ま
す
。

□
入
札
等
監
視
委
員
会

と　

き　

９
月
18
日
（
火
）　

午
後
２
時

〜
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
３
階
庁
議
室

定　

員　

10
人
程
度

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

問
合
せ　

契
約
検
査
課
☎
042
（
３
４
６
）

９
５
１
７

□
公
民
館
運
営
審
議
会

と　

き　

９
月
18
日
（
火
）　

午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
会
議
室

定　

員　

５
人

申
込
み　

当
日
、午
後
１
時
50
分
か
ら
、会

場
で
受
付（
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

中
央
公
民
館
☎
042
（
３
４
１
）

０
８
６
１

□
行
財
政
再
構
築
推
進
委
員
会

と　

き　

９
月
19
日
（
水
）　

午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　

健
康
セ
ン
タ
ー
４
階
第
４
会
議

室定　

員　

10
人

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

行
政
経
営
課
☎
042
（
３
４
６
）

９
７
５
６

□
教
育
委
員
会
定
例
会

と　

き　

９
月
20
日
（
木
）　

午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５
０
４
会
議
室

定　

員　

20
人

申
込
み　

当
日
、
午
後
１
時
40
分
か
ら
、

問
合
せ
先
で
受
付
（
先
着
順
）

問
合
せ　

教
育
総
務
課
☎
042
（
３
４
６
）

９
５
６
８

□
介
護
保
険
運
営
協
議
会

と　

き　

９
月
27
日
（
木
）　

午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　

健
康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー
２
階

第
三
・
第
四
会
議
室

定　

員　

10
人

申
込
み　

当
日
、午
後
１
時
50
分
か
ら
、会

場
で
受
付（
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

高
齢
者
支
援
課
☎
042
（
３
４

６
）
９
８
２
３

□
図
書
館
協
議
会

と　

き　

９
月
27
日
（
木
）　

午
後
３
時

か
ら

と
こ
ろ　

中
央
図
書
館
２
階
会
議
室

定　

員　

10
人

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

中
央
図
書
館
☎
042
（
３
４
５
）

１
２
４
６

□
緑
化
推
進
委
員
会

と　

き　

９
月
27
日
（
木
）　

午
後
６
時

30
分
〜
８
時
30
分

と
こ
ろ　

市
役
所
６
階
６
０
１
会
議
室

定　

員　

10
人

申
込
み　

当
日
、
午
後
６
時
10
分
か
ら
、

会
場
で
受
付
（
先
着
順
）

問
合
せ　

水
と
緑
と
公
園
課
☎
042
（
３
４

６
）
９
８
３
０

次

の

世

代

の

公
共
施
設
づ
く
り
の
た
め
の

準

備

会

小
川
駅
近
隣
の
公
共
施
設

中
央
公
民
館
な
ど

複
合
化
な
ど
の
検
討

　

市
で
は
、
中
央
公
民
館
・
健
康
福
祉
事

務
セ
ン
タ
ー
・
福
祉
会
館
・
西
部
市
民
セ

ン
タ
ー
・
小
平
元
気
村
お
が
わ
東
の
複
合

化
な
ど
基
本
計
画
の
策
定
を
、
市
民
参
加

で
進
め
て
い
ま
す
。
６
月
か
ら
８
月
に
か

け
て
、「
複
合
化
な
ど
の
方
向
性
」
の
市
民

意
見
交
換
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
次
の
世

代
の
新
し
い
公
共
施
設
づ
く
り
を
進
め
る

準
備
の
た
め
、
今
後
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

日　

程　

▽
９
月
30
日
（
日
）　

福
祉
会

館
第
１
集
会
室

▽
10
月
８
日
（
月
・
祝
）　

小
川
西
町
公

民
館
ホ
ー
ル

※
い
ず
れ
も
午
前
10
時
か
ら
正
午
ま
で
。

各
回
と
も
同
じ
内
容
で
す
。

※
９
月
30
日
（
日
）
は
、
手
話
通
訳
が
あ

り
ま
す
。

定　

員　

各
40
人

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
☎

042
（
３
４
６
）
９
５
５
７

説

明

会

新
堀
用
水
の
り
面
保
全
工
事

　

中
島
町
の
胎
内
堀
が
劣
化
し
て
い
る
た

め
、
市
で
は
、
保
全
工
事
を
10
月
か
ら
平

成
31
年
１
月
末
ま
で
実
施
し
ま
す
。
工
事

期
間
中
は
、
中
島
町
南
公
園
の
一
部
を
閉

鎖
し
ま
す
。

と　

き　

▽
９
月
14
日
（
金
）　

午
後
７

時
〜
８
時

▽
９
月
15
日
（
土
）　

午
前
10
時
〜
11
時

と
こ
ろ　

中
島
地
域
セ
ン
タ
ー
第
１
・
第

２
集
会
室

※
各
回
と
も
同
じ
内
容
で
す
。

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

問
合
せ　

水
と
緑
と
公
園
課
☎
042
（
３
４

６
）
９
８
３
１

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で

市
税
な
ど
の
口
座
振
替

　

市
税
な
ど
の
口
座
振
替
は
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
で
登
録
が
で
き
ま
す
。
振

替
が
で
き
る
税
目
や
金
融
機
関
な
ど
、

詳
し
く
は
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
手
続
き
を
す
る
本
人
名
義
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
（
暗
証
番
号

を
入
力
し
て
い
た
だ
き
ま
す
）。

申
込
み　

収
納
課
（
市
役
所
２
階
）、

保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
）、
高
齢

者
支
援
課
（
健
康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー

１
階
）、
東
部
・
西
部
出
張
所
へ

問
合
せ　

収
納
課
☎
042
（
３
４
６
）
９

５
２
６

今
月
の

9 月

税税

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
３
期
）

※
納
付
は
、
10
月
１
日
（
月
）
の
納
期

限
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
口
座
振
替
の
方
は
預
金
残
高
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

※
市
税
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
で
き
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も

納
付
で
き
ま
す
。

H
検
索　

ヤ
フ
ー
公
金

　

詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

表 2　行財政再構築推進委員会における主な意見・助言
分　類 要　旨

地域協働
の推進

道路ボランティアの登録数が、平成28年度末から29年度末にかけて大きく伸
びている。登録数増のために市が努力した部分を調書に記載した方がよい
地域コミュニティの推進では、会議体を新設するよりも、市が関わってい
る既存の地域の会議体をうまく組み合わせて目的が達成できるのであれ
ば、工夫した方がよい

情報の共
有と双方
向のコミ
ュニケー
ション

多様なメディアを生かした情報発信は、対象の世代を想定してメディアを
柔軟に使い分けていくことが効果的である
市民参加の手法は、ウェブアンケート以外にさまざまな手法で多角的に実
施することを検討すべき
出前講座の指標は、参加者数よりも講座依頼数の方が成果としては適当で
はないか
ホームページのアクセス数や出前講座の参加者数など、成果を意識した取
組や評価などの視点が重要

ＰＤＣＡ
サイクル
の構築

組織目標は、未達成の部分が行財政再構築プランの評価と重複している。
政策課と行政経営課で重複しているように見える業務を整理し、業務を減
らしていく工夫が必要
組織目標の中で市民への影響が大きい案件は、スケジュールの厳守をお願
いしたい

財政基盤
の強化

財政指標の改善は、設定している目標値が過大である。目標達成には市民
や職員に負担を強いることになる。現実的な目標を設定すべき
受益者負担の適正化は、第三者委員会からの提言から時間が経っている。
話し合いに時間をかけるよりは、そろそろ決めにかかった方がよい
市内産業の育成は、コワーキングスペースの設置をほかの地域にも広げて
ほしい

執行体制
の再構築

民間委託の推進は、コスト削減効果を示してほしい
国では自治体業務の標準化や委託化を進め、行政をスリムにしていこうと
いう方針であり、特に窓口業務など、標準化を踏まえた取組を全庁的に進
めた方がよい

全般
各取組の進捗は、計画のスケジュールに沿って、しっかりと進めてほしい
取組の進め方は、実施すべき活動をしっかりと行うとともに、成果を意識
しながら進めてほしい

表 1　各プログラムの進捗状況（平成29年度末）

分　野
予定以上に
進捗
（Ｓ）

予定どおりに
進捗
（Ａ）

予定よりも
遅れている
（Ｂ）

地域協働の推進（ 7項目） 1 4 2
情報の共有と双方向のコミュニ
ケーション（ 3項目） 0 1 2

ＰＤＣＡサイクルの構築（ 6項目） 0 4 2
財政基盤の強化（14項目） 1 9 4
執行体制の再構築（13項目） 1 12 0

計（43項目） 3 30 10

表 1

前年の給与等の
収入金額

給与所得控除額

平成32年度分まで 平成33年度分以後

850万円超
1,000万円以下

その収入金額×10
％＋120万円

195万円

1,000万円超 220万円

表 2

前年の合計所
得金額

基礎控除額

平成32年度分まで 平成33年度分以後

2,400万円超
2,450万円以下

33万円

29万円

2,450万円超
2,500万円以下 15万円

2,500万円超 適用なし

※調整控除は、前年の合計所得金額が2,500万円超から
適用なし。


